
教
育
委
員
会
委
員
に

　

若
林
由
美
子
氏
を
再
任

　

市
議
会
3
月
定
例
会
で
同
意

を
得
て
、若
林
由
美
子
氏（
都
賀

町
升
塚
）が
、教
育
委
員
会
委
員

に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
、

5
月
19
日
か
ら
平
成
31
年
5
月

18
日
ま
で
の
4
年
間
で
す
。

本 

職　

員　

課 

☎
（21）
2
3
5
1

身
体
障
が
い
者
巡
回
相
談

◆
日
時　

7
月
23
日（
木
）14
時

〜
16
時

◆
場
所　

大
平
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー　

ゆ
う
ゆ
う
プ
ラ
ザ（
大
平

町
西
野
田
）

◆
対
象　

身
体
障
が
い（
肢
体
不

自
由
）の
あ
る
方

◆
定
員　

若
干
名（
先
着
順
）

◆
費
用　

無
料

◆
申
込　

7
月
13
日（
日
）ま
で

◆
内
容　

と
ち
ぎ
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
が
医
師

（
整
形
外
科
）と
リ
ハ
ビ
リ
専
門

職
に
よ
る
相
談
会（
障
が
い
に
つ

い
て
の
医
療
相
談
・
リ
ハ
ビ
リ
相

談
な
ど
）を
行
い
ま
す
。

◆
問
合
先

本 

社
会
福
祉
課 

☎
（21）
2
2
0
3

大 

健
康
福
祉
課 

☎
（43）
9
2
0
2

藤 

健
康
福
祉
課 

☎
（62）
0
9
0
4

都 

健
康
福
祉
課 

☎
（29）
1
1
0
3

西 

健
康
福
祉
課 

☎
（92）
0
3
0
9

岩 

健
康
福
祉
課 

☎
（55）
7
7
5
9

こ
ど
も
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

◎
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
　

平
成
27
年
度『
子
育
て
世
帯
臨

時
特
例
給
付
金
』の
受
付
は
8
月

か
ら
の
予
定
で
す
。
申
請
期
間
・

方
法
等
の
詳
細
は
、決
ま
り
次
第

・  

住
宅
へ
の
出
入
り
の
た
め
に
水

路
に
橋
を
か
け
た
い

・  

赤
道
や
水
路
等
に
管
類
な
ど

を
埋
設
す
る
場
合
。

・  

里
道
や
水
路
を
掘
削
、盛
り
土

す
る
と
き
…
等

図

本 

道　

路　

課 

☎
（21）
2
4
0
4

大 

都
市
整
備
課 

☎
（43）
9
2
1
4

藤 

都
市
建
設
課 

☎
（62）
0
9
0
8

都 

都
市
建
設
課 

☎
（29）
1
1
0
5

西 

産
業
建
設
課 

☎
（92）
0
3
1
4

岩 

都
市
建
設
課 

☎
（55）
7
7
6
7

庁
舎
会
議
室
の
市
民
開
放

◆
貸
出
す
る
会
議
室

・  

庁
舎
5
階　

5
0
1
会
議
室
、

以
下
の
3
室
で
構
成

（
A
会
議
室
62
㎡
約
30
人
、B
会

議
室
37
㎡
約
20
人
、C
会
議
室
40

㎡
約
20
人
）

◆
会
議
室
の
申
請
、使
用
方
法
、

使
用
料
等

①
電
話
等
に
よ
る
事
前
予
約
後

（
1
か
月
前
）、問
合
先
に
申
請
。

（
申
請
書
は
、
問
合
先
に
あ
り
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
。）使
用
料
は
無
料
。

②
使
用
時
間

・  

平
日
、休
日
と
も
、9
時
〜
21

時
、使
用
時
間
は
、3
時
間
以

内（
準
備
、片
付
け
時
間
含
む
）

③
使
用
方
法

・  

鍵
の
受
渡
し
等
は
、平
日
8
時

30
分
〜
17
時
15
分
は
本
管
財

課
、平
日
17
時
15
分
以
降
及
び

休
日
は
警
備
室
で
行
い
ま
す
。

④
利
用
可
能
設
備
関
係

・ 

A
会
議
室　

机
24
脚
、い
す
35
脚

・ 

B
会
議
室　

机
10
脚
、い
す
20
脚

・ 

C
会
議
室　

机
21
脚
、い
す
34
脚

※
禁
止
行
為
や
使
用
条
件
が
あ

募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）7
月
31

日（
金
）当
日
消
印
有
効

※
託
児
、手
話
通
訳
・
要
約
筆
記

を
御
希
望
の
方
は
そ
の
旨
を
記

載◆
申
込
み
・
問
合
せ

栃
木
県
広
報
課（
〒
3
2
0

－

8
5
0
1
※
住
所
記
入
不
要
）

☎
0
2
8

－

6
2
3

－

2
1
5
8

FAX
0
2
8

－

6
2
3

－

2
1
6
0

 kocho@
pref.tochigi.lg.jp

国
勢
調
査
の
実
施

　

国
勢
調
査
は
、日
本
に
住
ん
で

い
る
す
べ
て
の
人
及
び
世
帯
を

対
象
に
5
年
ご
と
に
行
わ
れ
る

大
規
模
な
統
計
調
査
で
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

◆
基
準
日　

10
月
1
日
現
在

◆
問
合
先

本 

総
合
政
策
課 

☎
（21）
2
3
0
6

7
月
は「
青
少
年
の
非
行
・

　

被
害
防
止
全
国
強
調
月
間
」

　

市
で
は
、期
間
中
に
有
害
環
境

浄
化
活
動
と
し
て
店
舗
の
立
入

調
査
や
街
頭
補
導
等
を
実
施
し

ま
す
。

◎
青
少
年
健
全
育
成
の
た
め
に

　

青
少
年
は
地
域
社
会
で
育
ち

ま
す
。
地
域
社
会
の
一
員
と
し

て
、共
助
の
精
神
で
明
る
い
地
域

を
作
り
ま
し
ょ
う
。
青
少
年
の

問
題
行
動
は
、大
人
に
も
責
任
が

あ
り
ま
す
。
み
ん
な
が「
交
通

ル
ー
ル
を
守
る
」な
ど
の
規
範
意

識
を
持
ち
、社
会
人
と
し
て
の
手

本
を
示
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

屋
外
広
告
物
を
表
示
又
は
設
置

す
る
場
合
に
は
、許
可
が
必
要
で

あ
る
と
と
も
に
、許
可
基
準
を
満

た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、事

前
に
確
認
及
び
事
前
相
談
を
お

願
い
し
ま
す
。
詳
細
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
て
い
ま
す

の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
先

本 

都
市
計
画
課 

☎
（21）
2
4
3
1

栃
木
市
景
観
計
画
・
栃
木
市

景
観
条
例
に
基
づ
く
届
出

　

4
月
1
日
よ
り
施
行
し
た
、景

観
法
に
基
づ
く
栃
木
市
景
観
計

画
・
栃
木
市
景
観
条
例
に
よ
り
、

市
内
で
一
定
規
模
を
超
え
る
建

築
物
の
新
築
や
工
作
物
の
新
設
・

増
築
や
改
築
・
外
観
の
変
更
や
色

彩
の
変
更
等
を
行
う
場
合
は
、行

為
着
手
の
30
日
前
ま
で
に
市
へ

の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、景
観
計
画
の
詳
細
や
景

観
条
例
に
基
づ
く
届
出
の
手
続

き
に
つ
い
て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
先

本 

都
市
計
画
課 

☎
（21）
2
4
3
1

新
大
平
下
駅
前
第
2
土
地
区
画

　

整
理
審
議
会
委
員
の
選
挙

　

小
山
栃
木
都
市
計
画
事
業
新

大
平
下
駅
前
第
2
土
地
区
画
整

理
審
議
会
の
委
員
の
選
挙
期
日

を
次
の
通
り
定
め
ま
し
た
の
で
、

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま

す
。

◆
投
票
日　

8
月
9
日（
日
）

◆
選
挙
人
名
簿
縦
覧
期
間　

6

月
26
日（
金
）
か
ら
7
月
9
日

（
木
）ま
で

◆
縦
覧
時
間　

9
時
〜
16
時
30
分

※
名
簿
の
登
載
者
は
、新
大
平
下

駅
前
第
2
土
地
区
画
整
理
事
業

施
行
地
区
内
の
土
地
所
有
者
や

借
地
権
者
で
す
。

※
記
載
事
項
に
異
議
が
あ
る
場

合
は
、縦
覧
期
間
中
に
市
へ
申
出

広
報
と
ち
ぎ
お
よ
び
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者　

基
準
日（
平
成

27
年
5
月
31
日
）に
お
け
る
平
成

27
年
6
月
分
の
児
童
手
当
の
受

給
者
で
あ
っ
て
、そ
の
平
成
26
年

の
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得
制

限
限
度
額
に
満
た
な
い
方

◆
対
象
児
童　

支
給
対
象
者
の

平
成
27
年
6
月
分
の
児
童
手
当

の
支
給
対
象
と
な
る
児
童

※
平
成
27
年
6
月
1
日
以
後
に

生
ま
れ
た
児
童
は
対
象
外

◆
支
給
額　

対
象
児
童
1
人
に

つ
き
3
，0
0
0
円

本 

こ 

ど 

も
課 
☎
（21）
2
2
2
2

◎
児
童
手
当
の
現
況
届
を
忘
れ

ず
に

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、左
記
の
期
限
ま
で
に
必
ず

提
出
く
だ
さ
い
。
現
況
届
の
用

紙
が
ま
だ
届
い
て
い
な
い
方
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
提
出
期
限　

6
月
30
日（
火
）

◆
提
出
場
所
／
問
合
先

本 

こ 

ど 

も 

課 

☎
（21）
2
2
2
2

大 

健
康
福
祉
課 

☎
（43）
9
2
0
2

藤 

健
康
福
祉
課 

☎
（62）
0
9
0
4

都 

健
康
福
祉
課 

☎
（29）
1
1
0
3

西 

健
康
福
祉
課 

☎
（92）
0
3
1
2

岩 

健
康
福
祉
課 

☎
（55）
7
7
5
9

知
事
と
語
ろ
う
！

　

と
ち
ぎ
元
気
フ
ォ
ー
ラ
ム

　

県
政
の
課
題
な
ど
に
つ
い
て
、

県
民
の
皆
さ
ん
と
知
事
が
直
接

話
し
合
う
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
す
。

◆
期
日　

8
月
22
日（
土
）13
時

30
分
〜　

2
時
間
程
度

◆
場
所　

市
役
所
本
庁
舎
3
階

正
庁

◆
対
象　

県
内
に
在
住
、通
勤
、

通
学
し
て
い
る
方

◆
定
員　

約
1
0
0
人

◆
応
募
方
法　

住
所
、氏
名
、年

齢
、電
話
番
号
、性
別
、職
業（
学

校
名
）
を
明
記
の
上
、
は
が
き
、

F
A
X
、E
メ
ー
ル
に
て
。（
応

り
ま
す
の
で
、予
約
時
に
確
認
願

い
ま
す
。

◆
問
合
先

本 

管　

財　

課 

☎
（21）
2
6
0
5

都
市
計
画
の
構
想
の
縦
覧

　

及
び
公
聴
会

◆
都
市
計
画
の
構
想

▽
名
称　

小
山
栃
木
都
市
計
画

区
域
の
整
備
、開
発
及
び
保
全
の

方
針（
小
山
栃
木
都
市
計
画
区
域

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

▽
対
象
区
域　

栃
木
市
の
一
部

（
旧
西
方
町
を
除
く
地
域
）

▽
内
容　

都
市
計
画
の
目
標
、主

要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

な
ど

◆
縦
覧

▽
縦
覧
期
間　

6
月
23
日（
火
）

〜
7
月
7
日（
火
）（
土
・
日
を
除

く
）の
8
時
30
分
〜
17
時
15
分

▽
縦
覧
場
所　

県
都
市
計
画
課
、

栃
木
土
木
事
務
所
企
画
調
査
課

及
び
本
都
市
計
画
課

※
意
見
が
あ
る
方
は
縦
覧
期
間

中
に
、意
見
等
及
び
公
聴
会
で
公

述
人
と
な
る
意
思
の
有
無
を
明

記
し
、直
接
ま
た
は
郵
送
で
意
見

申
出
書
を
提
出
く
だ
さ
い
。（
な

お
、意
見
申
出
書
は
縦
覧
場
所
に

あ
り
ま
す
。）

◆
公
聴
会

▽
日
時　

8
月
4
日（
火
）18
時

30
分
〜

▽
会
場　

市
役
所
本
庁
舎
3
階

正
庁

※
公
述
人
が
い
な
い
場
合
は
中

止
。
傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、開

催
の
有
無
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ

め
問
合
先
に
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
先　

栃
木
県
都
市
計
画
課

☎
0
2
8

－

6
2
3

－

2
4
6
5

本 

都
市
計
画
課 

☎
（21）
2
4
3
1

屋
外
広
告
物
の
設
置
許
可
申
請

　

市
で
は
、
栃
木
県
屋
外
広
告

物
条
例
に
基
づ
く
屋
外
広
告
物

の
許
可
事
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
家
庭
の
日

　

県
は
、家
族
の
き
ず
な
を
大
切

に
す
る
た
め
に
毎
月
第
3
日
曜

日
を
ふ
れ
あ
い
育
む「
家
庭
の

日
」と
定
め
て
い
ま
す
。
市
や
県

有
施
設
で
は
子
ど
も
料
金
の
無

料
化
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

◎
青
少
年
に
関
す
る
電
話
相
談

【
非
行
問
題
・
不
登
校
な
ど
】

　

直
接
又
は
電
話
で
青
少
年
育

成
セ
ン
タ
ー（
☎
（23）
6
5
6
6
）

へ
相
談
く
だ
さ
い
。

【
い
じ
め
相
談
電
話
】

専  

用  

電  

話 

☎
（24）
0
6
6
7

☆
共
通
事
項

◆
相
談
日　

毎
週
月
〜
金
曜
日

◆
時
間　

9
時
〜
17
時

◎
と
ち
ぎ
の
子
ど
も
育
成
憲
章

　

県
で
は
、子
ど
も
を
健
全
に
育

て
て
い
く
基
本
と
な
る
よ
う「
と

ち
ぎ
の
子
ど
も
育
成
憲
章
」を
制

定
し
て
い
ま
す
。（
詳
し
く
は

県
人
権
・
青
少
年
男
女
参
画
課
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
）

◆
問
合
先

青
少
年
育
成
セ
ン
タ
ー（
万
町
）

 

☎
（23）
6
5
6
6

法
定
外
公
共
物
の
利
用
・
使
用

　

市
所
有
の
法
定
外
公
共
物（
国

道
、県
道
、市
道
以
外
の
道
路（
赤

道
等
）や
1
級
河
川
、2
級
河
川
、

準
用
河
川
以
外
の
河
川（
水
路

等
）な
ど
）を
利
用
し
た
工
作
物
、

構
造
物
な
ど
の
設
置
行
為
、並
び

に
用
途
廃
止
、
払
下
げ
な
ど
は

市
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

法
定
外
公
共
物
の
損
傷
や
無
断

使
用
な
ど
の
場
合
、5
万
円
以
下

の
過
料
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、市
の
許
可
を
受

け
て
か
ら
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
相
談
や
申
請
が
必
要
な
例

・  

住
宅
の
敷
地
に
法
定
外
公
共

物
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ

た
い
。

・  

既
に
住
宅
の
敷
地
と
し
て
使

用
し
て
い
る
場
合
…
図

書
を
提
出
で
き
ま
す
。

◆
縦
覧
場
所　

大
都
市
建
設
課

※
審
議
会
委
員
の
選
挙
に
関
す

る
事
項
は
、市
役
所
掲
示
板
に
公

告
し
ま
す
。

◆
問
合
先

大 

都
市
建
設
課 

☎
（43）
9
2
1
5

住
宅
用
太
陽
光
設
置
費
・

　

家
庭
用
生
ご
み
処
理
機

　
　

設
置
費
の
補
助

〇
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
設
置
費

補
助
額
：

1
k
w　

2
5
，0
0
0
円

補
助
限
度
：

4
k
w　

1
0
0
，0
0
0
円

〇
電
気
式
生
ご
み
処
理
機　

補

助
額
：
購
入
費
の
2
分
の
1　

補

助
限
度
：
上
限
2
0
，0
0
0
円

（
1
世
帯
1
基
ま
で
）

〇
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器
、堆
肥
化
促

進
剤
専
用
容
器　

補
助
額
：
購
入

費
の
3
分
の
2　

補
助
限
度
：
上

限
5
，0
0
0
円（
1
世
帯
2
基

ま
で
）

　

申
請
書
等
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
ほ
か
、本
環
境
課
、各
総
合
支

所
生
活
環
境
課
に
あ
り
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
随
時
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
先

本 

環　

境　

課

 

☎
（21）
2
1
4
1
・
2
3
6
6

ク
リ
ー
ン
大
平
の
実
施

　

今
年
も
7
〜
8
月
に
か
け
て
、

大
平
地
域
各
地
で「
ク
リ
ー
ン
大

平
」（
道
路
・
空
き
地
及
び
公
園
等

の
清
掃
並
び
に
草
取
り
等
）を
実

施
し
ま
す
。
積
極
的
な
参
加
を

お
願
い
し
ま
す
。
な
お
実
施
に

あ
た
っ
て
は
、自
治
会
長
及
び
地

域
ク
リ
ー
ン
推
進
員
の
指
示
の

も
と
、安
全
第
一
で
実
施
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
問
合
先

大 

生
活
環
境
課 

☎
（43）
9
2
1
1
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